大阪府条例第　　　号
大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税
率等の特例に関する条例の一部を改正する条例
　大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例（平成二十二年大阪府条例第二号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（定義）
第二条　（略）
　一・二　（略）
　三　（略）
　　イ　一の事業年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する労働者の数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数（以下「平均雇用労働者数」という。）が三十七・五人未満の法人　二人
　　ロ　平均雇用労働者数が三十七・五人以上七十四・五人未満の法人　三人
　　ハ　平均雇用労働者数が七十四・五人以上百人以下の法人　四人

（障害者多数雇用中小法人に係る不均一課税）
第九条　（略）
２　（略）
３　（略）
	障害者多数雇用中小法人の区分
	金　額

	平均雇用労働者数が三十七・五人未満のもの
	（略）
	（略）

	平均雇用労働者数が三十七・五人以上七十四・五人未満のもの
	（略）
	（略）

	平均雇用労働者数が七十四・五人以上百人以下のもの
	（略）
	（略）


４・５　（略）
	（定義）
第二条　（略）
　一・二　（略）
　三　（略）
　　イ　一の事業年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する労働者の数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数（以下「平均雇用労働者数」という。）が四十人未満の法人　二人
　　ロ　平均雇用労働者数が四十人以上八十人未満の法人　三人
　　ハ　平均雇用労働者数が八十人以上百人以下の法人　四人

（障害者多数雇用中小法人に係る不均一課税）
第九条　（略）
２　（略）
３　（略）
	障害者多数雇用中小法人の区分
	金　額

	平均雇用労働者数が四十人未満のもの
	（略）
	（略）

	平均雇用労働者数が四十人以上八十人未満のもの
	（略）
	（略）

	平均雇用労働者数が八十人以上百人以下のもの
	（略）
	（略）


４・５　（略）

	
	


　　　附　則
（施行期日）
１　この条例は、令和八年七月一日から施行する。
（経過措置）
２　改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例第九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
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